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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月10日(2017.4.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下を特徴とする、大型褐藻類から得られた水性抗酸化物質抽出物またはその凍結乾燥
誘導体：
ａ）炭水化物含有量は、一度凍結乾燥された抽出物のグルコース／ｇが３３～１５６ｍｇ
であり、
ｂ）フコイダン含有量は、一度凍結乾燥された硫酸塩／ｇが４４～１１８ｍｇであり、こ
こで該フコイダンは試料の消化後の全硫酸塩として表され、
ｃ）フロロタンニン含有量は、一度凍結乾燥されたフロログルシノール／ｇが１２～６２
．４ｍｇ当量であり、ここで該フロロタンニンはフロログルシノールとして表され、かつ
ｄ）アルギン酸塩含有量は、一度凍結乾燥されたグルクロン酸／ｇが１０～５５ｍｇ当量
である。
【請求項２】
　紫外領域における最大吸光度が２６０～２８０ｎｍである、請求項１に記載の抽出物。
【請求項３】
　ＤＰＰＨラジカルの阻害能力のＥＣ５０値が、抽出物の１７．７～２３．７ｍｇ／ｍｌ
である、請求項１に記載の抽出物。
【請求項４】
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　大型褐藻類が、ビフルカリア・ビフルカタ（Bifurcaria bifurcata）、アスコフィラム
・ノドサム（Ascophyllum nodosum）、サコリザ・ポリスキデス（Saccorhiza polyschide
s）、またはタマハハキモク（Sargassum muticum）である、請求項１～３のいずれか一項
に記載の抽出物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の抗酸化物質抽出物を、生のまたは乾燥大型褐藻類
から得るための方法であって、
ａ）生の大型藻類を使用する場合、大型藻類を水で洗浄すること、
ｂ）液体／固体（Ｌ／Ｓ）比が３～５ｇ／ｇで、大型藻類を水と混合すること、
ｃ）混合物を粉砕して、粒子径が３ｍｍ未満の粉砕された大型藻類を得ること、
ｄ）生の大型藻類から出発した場合に５～１５（ｇ／ｇ）、乾燥大型藻類から出発した場
合に５０～１５０（ｇ／ｇ）の液体／固体（Ｌ／Ｓ）比で、粉砕された大型藻類を、純エ
タノールまたはエタノール：水混合物（１：１（ｖ／ｖ）比）を含む液体溶媒と混合する
こと、
ｅ）電力密度が３～１３Ｗ／ｃｍ３の範囲の超音波を連続的に適用することによる細胞破
砕工程に混合物を付すこと、
ｆ）沈殿、およびその後の遠心分離またはろ過によって、前工程で得られた固体の藻類残
渣を分離すること、
ｇ）４０℃未満の温度で真空下、エタノールまたは５０％の水を除去して、濃縮抽出物を
得ること、ならびに
ｈ）濃縮抽出物を凍結乾燥して、凍結乾燥された抽出物を得ること
を含む、方法。
【請求項６】
　粉砕粒子径が、乾燥大型藻類については０．５～２ｍｍであり、生の大型藻類について
は０．５～３ｍｍである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　化粧品製剤および食品製剤の有効成分としての、請求項１～４のいずれか一項に記載の
抗酸化物質抽出物の使用。
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